
CATグループ 新型コロナウイルス感染拡大防止のための行動指針（2023/05/08） 

 

学生/講師/職員の皆さまへ 

長期のコロナウイルス感染症の対策にご協力をいただきありがとうございます。 

5月 8日（月）感染症法上の分類が 2類から 5類へ移行されました。また、学校保健安全法施行規則改正に伴い、改めて学内での感染拡大

（クラスター発生）防止のため学園の行動指針を定めたうえで対処することとします。 

学生/講師/職員の皆さんにおいても、学内における感染者を出さない、感染拡大を招かないために基本に立ち返り、【三密の回避】【人と人

との距離の確保】【手洗い・うがい・消毒】【換気】をお願いします。 

日常の行動や症状が出た場合などの対応について下記にまとめていますので、本行動指針に沿って行動をお願いします。本校の取り組み

について皆さまのご理解とご協力をお願いします。 

 

 

CATグループ 

学校法人 創都学園 

学校法人 大阪創都学園 

 

 

CATグループの対応/日常の行動について 

【入口/出口について】 

（東京校） 

入口専用と出口専用となっております。ルールを守ったうえで入館をお願いします。 

（大阪校） 

館内への出入りについては、本館 1F及び学生会館 1Fからお願いします。2号館駐輪場出入口については防犯上の観点から閉鎖とします。

なお、自転車で通学する学生は、本館横のスロープより 2号館 1Fの駐輪場を利用してください。 

 

【検温/消毒について】 

（検温及び基準体温） 

入館時に検温をお願いします。検温基準体温を 37.5℃とし、基準以上の体温の場合は入館をお断りします。授業中や休憩時間等に発熱し

た場合は、マスク着用のうえ教務室まで申し出てください。 

なお、体温については個人差がありますので、毎日の体温を必ず記録し平熱の把握をお願いします。なお、求められた場合には提示できる

ように記録を取り、携帯するようにしておいてください。 

（消毒） 

入館時に手指消毒をお願いします。各フロアには消毒液を設置していますので利用してください。昼食時など飲食を伴った場合は机の上な

どあとから使う方のためにも消毒をお願いします。 

 

【学内でのマスクの着用について】 

原則、マスクの着用を求めないこととしますが、個人の判断により着用しても差し支えありません。非着用の方は、周囲への配慮（会話や飲

食など）をお願いします。また、教室等の混雑状況やイベント等のルールにより着用を求められるケースもありますので、普段から鞄に入れ

ておくなどの準備をお願いいたします。 

なお、以下の場合はマスクの着用をお願いします。 

○体調不良時 

・発熱がない場合でも、風邪等の諸症状（咳やくしゃみ、のどの痛みなど）がある場合はマスクの着用をお願いします。なお、同居家族

に体調不良者がいる場合も同様とします。 

○授業・実習時 

・1m以上（目安）の距離を保てずに会話や話し合いなどを行う場合。 

・大声での会話などが必要となる場合。 

・十分な換気が定期的にできない場合。 

・上記を考慮したうえで、講師から要請があった場合。 

○本学園主催のライブ・イベント・発表会・公演など 

・ライブ・イベント・発表会・公演における客席の有無や収容人数、隣との間隔、声出しの有無等を考慮し、個別に判断することとします。 

 



○オープンキャンパス 

・オープンキャンパス開催にかかわる学生スタッフ・講師・職員はマスクの着用を必須とさせていただきます。なお、以下の場合におい

て一時的に外すことについてはその限りではありません。 

・学生や他の講師、職員との距離（1ｍ以上）を保ち、会話等がない場合 

・ダンスの実技など運動をともなう場合 

・口元を見せたうえで指導を行う場合（ボーカルや声優等の実技/実習等） 

・体調面において、息苦しさを感じるなどした場合 

 

【体調不良の場合】 

体調不良の場合は、無理をせずに担任/担当職員へ必ず申し出てください。特に発熱を伴う場合は注意してください。それぞれの状況に応じ

て対応が異なりますので以下の内容『各ケース別の対応について』をよく確認し対応をお願いします。 

 

【学生情報の取扱いについて】 

（1）感染者等に該当する方への連絡を実施するにあたり、保健所その他行政機関等から学校に対して、対象者の連絡先などの個人情報を

求められた場合は、学校から保健所に提供することがありますのであらかじめご了承ください。 

（2）個人情報保護の観点及び本校の学生に風評被害が生じないよう、プライバシー及び人権について十分配慮し、ＳＮＳで拡散したり不用

意な詮索や発言をしたりするなど、誤った言動をとることのないよう、ご理解とご協力をお願いします。 

 

CATグループにおける濃厚接触者の定義 

新型コロナウイルス感染症が感染症法上の２類から５類への移行に伴って濃厚接触者の特定は行いません。 

しかしながら、家族内での陽性者の発生や陽性者との接触がある場合は陽性者となる可能性があることから、自分自身の体調をしっかりと

確認のうえ以下の状況に照らし合わせたうえで担任及び担当職員へ相談をお願いします。 

 

□接触時の状況 

・自分自身あるいは相手がマスク非着用であったかどうか 

・陽性者と同居あるいは長時間の接触（車内、航空機内等を含む）があったかどうか 

・屋内において手で触れることの出来る距離（目安として 1 メートル）で、必要な感染予防策なしで、陽性者と 15分以上の接触があった

かどうか 

 

各ケース別の対応について 

それぞれの状況に応じて以下のように原則の対応についてまとめています。下記状況と併せて、休講等の措置を講じますので、本校からの

連絡を常に受けられるように sigfy の登録などを確認しておいてください。また、病院における PCR 検査以外に自宅等で検査を実施する場

合は、厚生労働省で承認されている『一般用抗原検査キット（第１類医薬品）』を使用してください。 

 

【陽性者となった場合】 

PCR検査（抗原定性検査）の結果陽性者となった場合は、検査結果が出た時点で担任/担当職員に連絡のうえ、下記項目について報告して

ください。 

＜報告/確認内容＞ 

・現状の体調 

・発症日（無症状の場合 PCR検査（抗原定性検査）実施日）二日前までの登校状況及び学校関係者との接触状況 

・濃厚接触者にあたる学校関係者の有無（※状況に応じて個別に判断します。） 

＜日々の報告＞ 

・体温及び体調の報告 

 

（症状がある場合） 

発症日を 0日として、5日間を自宅療養とし、かつ、症状軽快後 24時間経過後、体調確認のうえ登校を許可します。登校後 3日間程度マ

スクの着用をお願いします。 

（症状がない場合） 

PCR 検査（抗原定性検査）実施日を 0日として 5日間を経過観察期間とし、経過観察終了後体調確認のうえ登校を許可します。登校後 3

日間程度マスクの着用をお願いします。 



【陽性者との接触がある場合】 

（症状がある場合） 

発熱等の症状がある場合は自宅待機してください。最終接触日を 0日として、5日間を自宅療養とし、かつ症状軽快後 24時間経過後、

体調確認のうえ登校を許可します。登校後 3 日間程度マスクの着用をお願いします。可能な範囲で PCR 検査（抗原定性検査）を行っ

てください。陰性の場合、自宅待機は求めません。ただし、37.5℃以上の発熱の場合は入館できませんので自宅で療養してください。 

（症状がない場合） 

登校は可としますが、接触日を 0 日として 7日間程度マスクの着用をお願いいたします。 

 

【発熱等の症状がある場合】 

発熱等の症状がある場合はかかりつけ医等に事前相談のうえ登校するようにしてください。登校する場合は、症状が治まるまでの間

マスクの着用をお願いします。また、可能な範囲で PCR検査（抗原定性検査）を行ってください。陰性の場合、自宅待機は求めません。

ただし、37.5℃以上の発熱の場合は入館できませんので自宅で療養してください。 

 

【待機期間等について（参考）】 

 

 

公欠の取り扱いについて 

下記記載の学校保健安全法施行規則に則った出席停止の場合は公欠とします。登校後速やかに届書を提出してください。風邪等の諸症状

の場合は公欠とはなりません。ただし、陽性者と接触がある場合（陽性者の発症日二日前までの接触）については、感染拡大防止のために

予防的処置として学校が自宅待機を求めた場合は公欠とします。 

 

【学校保健安全法施行規則に則った出席停止について】 

学校保健安全法施行規則に定められた出席停止期間については下記表を参考にしてください。 

 

2日前 1日前 0日目 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 8日目 9日目 10日目 11日目

無症状の場合 検査日 健康観察
健康観察
登校可

マスク着用

健康観察
登校可

マスク着用

健康観察
登校可

マスク着用

3日目に解熱の場合 発症日 解熱 健康観察
健康観察
登校可

マスク着用

健康観察
登校可

マスク着用

健康観察
登校可

マスク着用

5日目に解熱の場合 発症日 解熱 健康観察
健康観察
登校可

マスク着用

健康観察
登校可

マスク着用

健康観察
登校可

マスク着用

7日目に解熱の場合 発症日 解熱 健康観察
健康観察
登校可

マスク着用

健康観察
登校可

マスク着用

健康観察
登校可

マスク着用

2日前 1日前 0日目 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 8日目 9日目

3日目に解熱の場合 最終接触日 解熱 健康観察
健康観察
登校可

マスク着用

健康観察
登校可

マスク着用

健康観察
登校可

マスク着用

5日目に解熱の場合 最終接触日 解熱 健康観察
健康観察
登校可

マスク着用

健康観察
登校可

マスク着用

健康観察
登校可

マスク着用

【陽性者との接触がある場合】
かつ、症状がない場合

症状がない場合 最終接触日
健康観察
登校可

マスク着用

健康観察
登校可

マスク着用

健康観察
登校可

マスク着用

健康観察
登校可

マスク着用

健康観察
登校可

マスク着用

健康観察
登校可

マスク着用

健康観察
登校可

マスク着用

備考

【陽性者との接触がある場合】
かつ、症状がある場合

可能な範囲でPCR検査
（抗原定性検査）を行って
ください。陰性の場合、自
宅待機は求めません。

行動確認/濃厚接触者
確認

【陽性者となった場合】

行動確認/濃厚接触者
確認

行動確認/濃厚接触者
確認

行動確認

行動確認

行動確認

行動確認/濃厚接触者
確認

□分類 □病名 □出席停止期間

第１種

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急

性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属ＳＡＲＳコロナウイ

ルスであるものに限る。）、中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属ＭＥＲＳコロナウイル

スであるものに限る。）及び特定鳥インフルエンザ（感染症の予防及び感染症）

治癒するまで

インフルエンザ（特定鳥インフルエンザを除く。）
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日（幼

児にあつては、3日）を経過するまで

新型コロナウィルス感染症
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1

日を経過するまで

百日せき
特有のせきが消失するまで又は5日間の適正な抗菌性

物質製剤による治療が終了するまで

麻しん 発しんが消失するまで

流行性耳下腺炎
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫ちよう脹が発現した

後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで

水痘 すべての発しんがか痂皮化するまで

咽頭結膜熱 主要症状が消退した後2日を経過するまで

結核及び髄膜炎菌性髄膜炎 医師において感染のおそれがないと認めるまで

第3種
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結

膜炎その他の感染症
医師において感染のおそれがないと認めるまで

第２種



 

◇インフルエンザによる出席停止期間 

 

 

連 絡 先 

◇東京アニメーションカレッジ専門学校 

TEL 03-5332-3056 

※深夜など電話がつながらない場合は、担任/担当職員もしくは support@tokyo-anime.jp までメールを送信してください。 

◇大阪アニメーションカレッジ専門学校 

TEL 06-6369-5167 

※深夜など電話がつながらない場合は、担任/担当職員もしくは anicolle@osaka-anime.jp までメールを送信してください。 

◇キャットミュージックカレッジ専門学校 

TEL 06-6369-1101 

※深夜など電話がつながらない場合は、担任/担当職員までメールを送信してください。 

 

2020/11/27 改定 

2021/03/25 改定 

2021/09/27 改定 

2022/01/23 改定 

2022/02/07改定 

2022/05/02 改定 

2022/07/29改定 

2022/09/09改定 

2023/04/01 改定 

2023/05/08 改定 

 

0日目 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 8日目 9日目 10日目 11日目

3日目に解熱の場合 発症日 解熱 健康観察 健康観察 登校可

5日目に解熱の場合 発症日 解熱 健康観察 健康観察 登校可

7日目に解熱の場合 発症日 解熱 健康観察 健康観察 登校可

インフルエンザにり患した場合


